
様式第３号

■法人名

■代表者名

■本部所在地

■本部ＴＥＬ

■本部ＦＡＸ

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

■職員数 ◇正規職員 20 人 ■正規職員に関する情報

　　　施設長等 4 人 　　▶職員の構成 男性： 8 人

　　　介護職員 人 女性： 12 人

　　　介護福祉士 人 10～20代： 4 人

　　　介護支援専門員 人 30～40代： 16 人

　　　社会福祉士 4 人 50代以上： 0 人

　　　看護師・保健師 人

　　　栄養士・管理栄養士 人 　　▶平均勤続年数（R２年度末）

　　　その他専門職 12 人 　

　　　事務職 1 人

◇非正規職員 11 人

【五つ星宣言4事業所】

障がい者通所 つむぎ落合 高梁市落合町阿部1996-2 0866-56-1122

【法人理念】～つながりの先にあるゆたかな未来の創造～
『適切な支援でつむぐよこのいと、その支援が途切れることなくつむぐたてのいと、そんな支援の先にある　ゆたかな社会の創造
を目指します』
　
【基本方針】
私たちは、つむぎの一員として自覚と誇りを持ち、障害があっても地域の中で、一人ひとりの頑張りが認められたり、一人ひとり
の失敗をみんなで笑って支えあったりすることができる、共に支え合い、共に生きることができる社会の実現を目指します。
 
【行動指針】
①私たちは、支援する利用者や家族のニーズに寄り添い、それに応えることに努めます。
②私たちは、協力して働き、自分がそうしてもらいたいように、仲間を大切にします。
③私たちは、支援の発展性、安定性を考え、支援の背景にある課題や問題に注目し、体制の整備に努めます。

  

障がい者その他 発達・相談支援センターつむぎ 高梁市横町1072番地1 0866-55-5600

障がい者通所 つむぎ吉備中央
(主たる事業所)加賀郡吉備中央町西362番地1
（従たる事情所）加賀郡吉備中央町田土3109-3

0866-55-5700
0866-54-0003

障がい者通所 つむぎ高梁 高梁市横町1072番地1 0866-56-0011/0866-56-0010

〒716-0046 岡山県高梁市横町1072番地１

0866-55-5600

0866-55-5701

http://tumugiokayama.com/

　3年0ヶ月

※（注）「正規職員」については、職種を兼務されている場合があります。その場合、正規職員数と各職種の合計人数が異なります。

種別 施設・事業所名 住所 電話番号

理事長　佐分利尚孝

特定非営利活動法人発達支援ネットワークつむぎ ■宣言登録番号 OKA０００２０

特定非営利活動法人発達支援ネットワークつむぎ

法人理念・運営方針

施設・事業所情報

http://tumugiokayama.com/
http://tumugiokayama.com/
http://tumugiokayama.com/


･･･より進んだ取組・モデル的な取組事例（★印で記載）

■ 育 成 体 制

　平成30年度 2 人　　　　うち、R3.4.1現在在籍者 2 人

　令和 1年度 4 人　　　　うち、R3.4.1現在在籍者 3 人

　令和 2年度 3 人　　　　うち、R3.4.1現在在籍者 2 人

■ 採 用 率
32 ％（直近３カ年の正規職員在籍者のうち、入職した人の割合）

■ 離 職 率
6 ％（直近３カ年の正規職員在籍者のうち、離職した人の割合）

■ 採 用 方 針

■ 求 め る 人 物 像

★新規採用者育成計画に基づいた職員育成体制の整備　①いつまでに、何を、どのレベルまで育成するのか、到達
    目標を設定して、②到達目標を達成するためにどのような手段を使って、③誰が、何を指導、育成するのかを具
    体的な計画に示しています。
★事前オリエンテーションの実施
   入職前に社会人として、福祉職に携わる者としての服務規律に関して、具体的な行動指針を示します。 同時に虐
   待研修も実施しています。
★チューター導入
   新人職員OJTは、新人職員の早期の職場適応、早期育成を目指し、重点的かつ重要な項目に関して、個別指導、
   教育。相談、理解確認を行っています。

■ 採 用 実 績

〇電話対応、書類審査、面接などを通し、人間性に優れた方、このお仕事に熱意のある人を重視します。
〇入職後のミスマッチを防ぐ採用活動も取り入れています。～つむぎで働くイメージをもってもらうために～
・事前の職場見学やお仕事体験ができます。またつむぎの事業内容など具体的に法人概要やパンフレットなどで
   お伝えし、入職後の働き方がイメージしやすい工夫をしています。

『人と仲間を大切に』
・チーム意識を大切にできる人
・誰にでも気持ちの良い挨拶ができる人
『倫理観と責任感を大切に』
・報告連絡相談が確実にできる人
・自分の考えやアイデアが提案できる人

 地域の中でひとりひとりの思いを実現していったり、地域の中でひとりひとりの可能性を見逃さず自分らしく生きて
いくための学びを保障していったりするためには、様々な「つながり」が大切になります。
そんなひとりひとりの可能性を引き出していくための「つながり」を構築していくためには、我々にどのような役割
が求められているのかを考え、常に向上心を持って日々の支援を大切に重ねていきます。
 私たち　「つむぎ」をよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　佐分利尚孝(社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師)

　児童発達支援センターへ施設実習に行ったことがきっかけで、この仕事に就きたい
と考えました。その中でもつむぎに決めた理由は、子どもたちの個性を理解し、ひと
り一人に合った支援を先生方が常に考え実践している所に惹かれたからです。働き始
めてからは、分からないことが多く、日々悩みながら過ごしていましたが、他の先生
方が一緒に考えてくれたり、相談にのってくれたりしたことで、やりがいや達成感を
感じることができました。また、「先生、完成したよ！」「今日ね、○○ができるよ
うになったよ」など子どもたちが毎日新しい発見や成長したことを笑顔で教えてく
れ、「私も頑張ろう！」という気持ちにさせてくれます。子どもたちの「できた！」
「やった！」を一番近くで感じられることができる職場です。私たちと一緒に子ども
たちの笑顔を引き出していきませんか？皆さんと一緒に働けるのを心待ちにしていま
す。（入職3年目）

 保育園や幼稚園の実習をした際に、つむぎを利用しているお子さんに出会ったことが
きっかけでこの職場を選びました。つむぎでの支援が園でも行われているところを目に
し、それぞれの苦手な部分を一人ひとりに合わせて支援していくことがとても大切なのだ
と改めて感じ、療育という仕事に就きました。実際に働いてみて難しいことも多々ありま
すが、子どもたちの成長を身近に感じることができ、とてもやりがいを感じています。そ
して子どもたちの笑顔に毎日元気をもらい、困難なことにも前向きに取り組むことができ
ます。困ったことがあったときには、他の先生方がいろいろと教えてくださり、私自身も
たくさんのことを学び、成長しながら楽しく働くことができています。ぜひ、子どもたち
の笑顔に囲まれながら一緒に働けることを楽しみにしています！　（入職2年目）

法人からのメッセージ

先輩職員からのメッセージ

新規採用職員の育成体制



■ キ ャ リ ア パ ス 制 度

●アセッサー数 0 人 ●キャリア段位認定者 0 人

●その他有資格者

■ 人 材 育 成 計 画

■ 資 質 向 上 研 修

■ 資 格 取 得 支 援

■ 面 談 ・ 評 価 制 度
〇面談
★新任職員OJT：毎月実施(概ね半年ぐらいの期間）
★目標管理活動：目標管理設定時(4月)　中間経過評価(9月)　人事考課時の振り返り(2月）
★人事考課制度
・人事考課シートの評価基準に基づき自己評価、第1次考課、第2次考課の順で実施。職員の職務に関する能力、
   成績、意欲の考課を統一的・定期的に継続して実施し、その考課に基づき昇給・昇格・賞与・配置及び教育訓練
   の適正を図ります。人事管理の合理的運営を促進し、以て職員の勤労意欲を高めるようにしています。

★職務上必要な資格取得は法人負担で取得することができます。児童発達支援管理責任者、相談支援専門員、強度
   行動障害支援者養成研修など。
〇資格所有者には、資格手当を支給します。その中で、積極的に自己啓発に努める事ができます。

　当法人はキャリアパス運営手引きを策定しています。これをもとに、各職員が目指したい将来像をイメージしなが
ら、キャリアアップを積んでいくことができます。
★新任職員ＯＪＴは、新任職員の早期育成、円滑な職場適応を促すことを目的としています。担当チューターが重
  点的な個別の指導、教育、相談等に対応します。安心して働いていただけます！！
★目標管理活動は、法人の理念・方針・計画の実現に向けた役割課題と職員個々の能力開発課題に対する個人目標
  を設定し、実践活動を通じ、なりたい自分を具現化していきます。やりがいを持って働けます！！
  以上の取り組みから、1年1年、自己の成長を実感するとともに、法人の方針管理を推進していくという意味では法
  人の一員であり、仲間であることを実感しながら働く事ができる制度です。
★人事考課は、職員の職務に関する能力、成績、意欲の効果を統一的・定期的に継続して実施し、その考課に基づ
  き昇給・昇格・賞与・配置及び教育訓練の適性を図り、人事管理の合理的運営を促進していきます。職員が正し
  く評価されることで、一人ひとりの勤労意欲の高揚を期待し、並びに経営能率の向上を目指します。

・社会福祉士5名　介護福祉士1名　精神保健福祉士1名　公認心理士1名
・児童発達支援管理責任者8名
・教諭免許(幼稚園、小学校、福祉、特別支援学校など）9名
・看護師1名
・作業療法士1名

キャリアパススケジュールに基づいて実施され、その内容は、新規採用者育成計画、人材育成体系に記されていま
す。
★新規採用者育成計画
・新人研修
①事前オリエンテーションの実施：法人理念、行動指針を理解する、法人・職場を理解する
②入職日オリエンテーションの実施：職場のルール、職業倫理を理解する、法人の概要を知る(キャリアパスと年
   間研修計画、育成計画の説明）、法人内事業所見学、事業所の概要説明
・年間育成計画
「育成目標」を明確にした年間育成計画を策定し,OJT,OFF-JTを通して職員のキャリアアップを支援しています。
★人材育成研修計画
(1)キャリアパス構築支援研修
①ジェネラルマネージャー・マネージャー・事務長　キャリアパスを活かした人材マネジメント研修
②チームリーダー　福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程(管理職員コース)
③チーフ　福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程(チームリーダーコース)／チームリーダー重点テーマ強化研修
④スタッフ※入職後3～5年　福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程(中堅職員コース) ／中堅職員重点テーマ強
  化研修
⑤スタッフ※新卒者・入職後3年以内　福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程(初任者コース) ／初任者重点テー
  マ強化研修
(2)人材育成研修
・チームリーダー　リスクマネジメント研修(総合）／クレーム対応研修
・チーフ　接遇リーダー研修／コーチング研修
・スタッフ※新卒者・入職後3年以内　リスクマネジメント研修(新任)／接遇セミナー
(3)法人外分野別専
①行政機関や社会福祉研修機関が実施する研修会
②各種団体等主催の研修会
③専門機関が実施するテーマ別・課題別研修会
④他職場との交流・交換研修、見学・実習
(3)自己啓発援助
①研究活動への奨励（実践研究）
②自己啓発の奨励
(4)OJT関連
①ＯＪＴチェックシート
②役割基準チェック表
③自己目標管理活動
④人事考課表
⑤事業計画書
○また、人事考課制度を導入し、業務実績・能力等を評価するとともに、個別面談の機会を行い、助言・アドバイ
  スを行い、職員一人ひとりに応じた人材育成を行っています。

★法人年間事業計画により、スタッフ一人ひとりの知識・技術・意識の向上を図る研修等を実施しています。
・公開療育(年5回）評価を各事業所（全職員）へ返し、療育に生かす取り組みをしています。
・合同研修(年6回)ケース検討、スキルアップ研修、理事長講義等、各種委員会研修など。
・療育実践発表(年2回)　講演会と同時開催。外部講師を招いて療育への評価をしていただいています。
★外部事業所研修も実施。
★療育スキルアップ事業の委託を受けています。

キャリアパスと人材育成



■ 給 与 体 系 の 特 徴

●大卒初任給月給 円（個別手当等含まず）

●賞　与　月　額 ヶ月

●10年後のモデル賃金 円（個別手当等を含まず）

■ 職 場 環 境 ・ 多 様 な

働 き 方 の 改 善

●正規職員年間休日数 110 日 ●正規職員年次有給休暇取得率 44 ％

●主な休暇制度

●休暇制度の特色

■ 職 員 の 福 利 厚 生

●育児休業制度 あり

男　性 0 人

女　性 1 人

■ 育 児 ・ 介 護 を

両 立 で き る 取 組

■ 健 康 管 理 の 取 組

★職員のインフルエンザ予防接種は法人全額負担をしています。
★社会保険加入対象者は毎年健康診断を法人負担で実施しています。
★利用児の受動喫煙を防ぐ取り組みとして、業務時間内(休憩時間も含む)は完全禁煙の実施。

〇育児休業および育児短時間勤務制度
  生後満1年未満の子を持つ職員が育児のために休業をし、また、満3歳未満の子の育児のため育児時間勤務を申し
  出た場合。
〇介護休業および介護短時間勤務制度
  職員が家族のために休業をし、または介護短時間勤務を申し出た場合。

　■給与体系

★子育てとの両立を目指すための育児休業制度の導入。※実績あり
★毎日連絡会議の実施。チーム内の風通しを良くし、療育に関しての気付きをコミュニケートしやすくしてい
   ます。
★インフルエンザの予防接種（全額負担）
★健康診断(社会保険加入の職員対象）
★WAWAofficeの導入。法人内コミュニケーション情報共有がタイムリーにできるように工夫しています。
★Zoom会議の実施。

■ 休 暇 制 度

〇年次有給休暇(10日～20日）
★特別休暇(結婚、配偶者等の忌引き）
★産前産後休暇、介護・育児休暇、子の看護休暇等

年次有給休暇(6ヵ月経過時に10日、2年6ヵ月経過日までは年1日加算、3年6ヵ月経過以降
は年2日加算、最大20日付与）

〇健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
〇通勤手当、住宅手当
★役職手当(10,000～50,000　役職に応じて）、資格手当(3,000円～5,000円　各資格に対して支給）
★扶養手当(配偶者：5,000円～10,000円　満16歳初年度初めから満22歳年度末までの間にある子1人につき3,000加
算）

■ 育 児 休 業 関 係

●育児休業取得者数

　（過去3年間）

　■給与体系

〇給与
・基本給(職務級号俸表を適用）
・諸手当(通勤手当、住宅手当、役職手当、扶養手当、割増手当※該当の場合　など）
〇賞与(年2～3回)
〇退職金（中小企業退職共済）
★業務・目標管理評価制度による評価は、昇給、昇格　勤勉手当(3月)に反映されます。
★中途採用者は前歴換算基準表により査定しています。

■ 採 用 情 報 184,200

4.2

234,200

給 与 体 系

休暇制度・福利厚生

職場環境・多様な働き方



■ 地 域 交 流 事 業の 取組

●施設見学受入 あり （前年度受入実績： 65 人）

●ボランティア、職場体験の受入 あり （前年度受入実績： 10 人）

●介護実習の受入 あり （前年度受入実績： 1 人）

■地域貢献・地域公益

　 活動の取組

●第三者評価の受審 なし （受審年度･･･

●他制度での認証・認定状況

●自己評価・自己点検等実施状況

★インターンシップ事業、夏ボランティア(中学生）の受け入れを実施。
〇施設見学、ボランティア、職場体験、実習等の受け入れ

★子育て・親育ちの会　ハッピーサークル　　事務局
★高梁市地域生活支援事業(障害者自発的活動支援事業）の委託を受けています。
★吉備中央町生活支援事業(理解促進研修・啓発事業）の委託を受けています。
★啓発講演会の実施(高梁市、吉備中央町会場）
★療育取り組み等、Facebookで発信。
★地域周辺清掃活動の実施　　　毎週(土)※事業所によっては別曜日

■ 取 組 状 況 年度）

・高梁市パパ・ママ・子育て応援企業登録(平成30年)
・「健活企業宣言」(令和3年)

・事業所自己評価　毎年HPに掲載　　　・事業所自己点検　毎年1回実施

地域交流・地域貢献の取組

他制度での認証・認定状況


